
鍵

,

轟

‥

〟1

緋

,

鶴

～

.

議
案
第
菅
十
三
号

替
会
の
鼓
貞
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
耗
価
に
関
す
る
条
例
の
】
都

改

正

に

つ

い

て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

l

次
の
と
お
り
轟
会
の
義
貞
そ
の
他
非
常
勤
の
戦
負
の
公
務
災
害
補
鋸
に
関
す
る
条
例
の
⊥
部
を
改
正

す
る
こ
と
1
i
つ
い
て
,
地
方
レ
自
治
法
蒜
和
二
十
二
年
法
律
如
六
十
七
号
)
組
九
十
六
条
第
7
項
の
規

＼

定
虹
よ
り
､
本
読
会
の
訴
決
を
求
め
る
｡

陥
和
四
十
八
年
十
二
月
二
十
日

三

部

町

真

　

也

　

･

村

　

　

蕪

､

孟

周
覧
.
<
t
B
哲
富
原
蕃
可
決

･

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三

朝

吋

戴

金

銭

農

牧

.

田

破

.
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㌦妄

繍

　

義

彦

1

傷

･

.

ヽ

.

㌔

三
部
町
条
例
第

号

.
卓

∵
換
金
の
鼓
負
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
腺
に
馳
す
る
条
例
の
二
部
を

′
　
改
正
す
.
る
典
例

叢
会
の
亀
負
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
禰
芝
的
す
る
条
例
L
(
g
和
田
十
二
年
三
朝
町
条
例

第

三

十

二

阜

)

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

ヽ

幾
名
や
r
公
務
災
害
補
緒
こ
な
｢
公
瓢
災
害
稀
償
皐
｣
に
改
め
る
｡
　
　
　
　
　
　
,

第
f
集
中
｢
以
下
同
じ
こ
｣
の
下
に
｢
又
は
通
勤
に
よ
る
災
奮
｣
を
加
え
る
｡

東
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
｡

/

(
通
勤
)

第
二
集
空
一
こ
の
条
例
や
｢
通
勤
｣
と
は
･
晩
負
が
､
勤
務
の
た
め
,
住
居
と
勤
番
場
所
と
の
髄
を
'
′

合
聾
的
な
鮭
賂
及
び
方
法
に
t
t
や
往
復
す
る
こ
と
を
い
i
･
公
準
の
睦
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
も
･
の

と
す
る
｡

.
戟
長
が
､
前
項
の
経
晩
の
経
.
路
を
逸
脱
し
･
叉
は
陶
芸
往
復
軒
中
断
し
た
廃
合
覧
い
て
は
､
当
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ユー.

鼓
逸
脱
叉
は
中
断
及
び
そ
の
鼓
の
同
項
の
往
復
は
'
岡
項
の
通
劫
と
し
な
い
｡
た
だ
し
､
当
鼓
逸
脱
又

∫

は
中
断
が
､
日
用
品
の
恥
入
そ
の
他
t
j
れ
に
準
ず
る
日
常
生
活
上
必
単
な
行
為
を
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
行
な
う
た
め
あ
最
少
限
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
'
当
謬
逸
脱
叉
収
中
断
の
ノ
髄
を
除
き
'
こ
の

限

り

で

な

い

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

､

第
三
粂
集
二
項
中
｢
公
務
に
基
づ
く
｣
を
｢
公
務
叉
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
｣
に
､
｢
公
務
上
の
も
の
｣

を
r
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
も
の
｣
に
改
め
､
軌
条
第
三
項
中
｢
公
務
上
の
も
の
｣
を
｢
公
務
叉

1

は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
も
の
｣
に
'
｢
公
務
災
嘗
補
償
認
定
委
員
会
｣
を
｢
公
載
災
害
祷
海
等
記
定
委
員

会

｣

　

に

改

め

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

＼

舞
七
集
中
｢
又
は
疾
病
｣
を
｢
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
､
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
L
t
若
し
く
は
疾

]

ノ

ヽ

一
柄
｣
に
改
め
る
｡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
,

也第
八
集
中
r
又
は
｣
を
r
若
し
く
は
疾
柄
に
か
か
り
'
又
は
通
勤
に
上
り
負
傷
L
t
若
し
く
は
｣
に
改

ヽ

め
る
｡

J

第
九
集
中
r
栗
は
｣
を
｢
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
'
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
L
t
若
し
く
は
｣
に
改

め

る

〇

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二

､

第
十
粂
第
-
項
中
｢
公
務
上
の
湧
傷
､
｣
を
｢
公
務
上
の
負
傷
若
)
く
は
疾
病
若
し
く
は
通
勤
に
上
る

1
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換
　
i
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●



ぅ二

顔

一

●

ニ

ー

沸
　
E
 
-
#

′
富
若
し
く
は
J
た
攻
や
同
蓋
二
項
中
｢
公
準
上
の
負
空
-
に
ー
･
･
疾
病
苦
し
く
抹
身
体
障
害

若
し
く
は
通
潮
に
よ
る
負
傷
｣
を
加
え
る
｡
､

森
十
l
集
中
｢
公
務
と
･
の
下
に
r
死
亡
L
t
r
又
は
通
勤
に
よ
り
｣
せ
空
言
｡

第
十
軒
粂
餅
三
嘆
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

/

j
　
遺
族
禰
併
年
金
の
敬
は
･
櫛
併
基
礎
執
-
盲
六
十
五
を
乗
じ
て
得
た
城
に
､

次
の
各
号
に
捧
げ
る

豊
富
芸
書
け
る
権
利
を
有
す
る
遺
-
び
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
遺
族
補
筆

金
を
受
け
る
己
ま
で
き
孟
族
の
人
数
の
区
-
応
じ
,
当
薮
各
号
-
げ
ろ
率
芸
じ
て
由
た
執

と
す
ろ
,
?
.

一

f

<

　

芸

の

三

+

(

芋

-

湖

上

の

垂

又

は

竺

-

四

号

に

規

写

る

廃

疾

に

あ

る

章

で
あ
る
場
合
に
は
盲
分
の
四
十
,
こ
れ
ら
の
垂
以
外
の
妻
で
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
末

二
′
　
二
人

三

　

三

人

.

清
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
百
分
の
三
十
五
)

声
分
の
四
十
五

.

.
1
ヽ

笥
分
の
五
十



-Lt′

四

　

g

l

人

　

　

百

分

の

五

十

五

五
　
五
人
以
上
　
盲
分
の
六
十

I

.
弟
十
五
集
中
｢
公
務
上
｣
の
下
に
｢
死
亡
L
t
　
叉
は
通
勤
に
よ
り
｣
を
加
え
､
｢
補
償
基
礎
額
の
六
十

倍
に
相
当
す
.
る
金
弘
｣
　
を
｢
通
常
葬
祭
に
要
す
る
鼻
用
を
考
慮
し
て
敷
軌
で
定
め
る
金
観
｣
　
に
改
め
る
｡

集
十
七
集
中
.
｢
災
串
｣
の
下
に
｢
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
｣
を
加
え
る
O

/
　
第
十
八
粂
第
1
項
中
｢
公
務
上
0
.
災
害
｣
P
下
に
｢
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
｣
を
加
え
'
｢
公
為
災
害

補
館
審
査
会
｣
　
を
T
公
務
災
害
補
倣
等
等
査
会
｣
　
に
改
め
る
｡

･
爵
二
十
二
展
の
次
に
次
の
7
冬
を
加
え
る
｡

(
通
勤
に
よ
る
災
宮
に
係
る
車
用
の
†
執
鼻
声
金
)

空
一
十
二
条
の
ニ
′
通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
に
係
か
療
糞
補
償
を
受
け
る
職
負
(
鹿
軌
で
定
.
め
る
職

員
を
除
く
｡
)
　
は
､
L
都
負
担
金
と
し
て
'
二
百
円
を
こ
え
な
い
鞄
幽
内
で
､
政
則
で
定
め
る
垂
狼
を

㌔納
付
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
｡
ィ

.
,
こ
の
集
働
に
よ
り
前
項
の
織
員
に
支
給
す
べ
き
補
償
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
補
併
が
な
.
い
場
合
に
お

い
て
当
該
戟
員
に
支
給
す
べ
き
船
与
が
あ
る
と
き
は
､
実
施
機
朗
又
は
織
員
の
給
与
支
給
機
軸
は
､
そ

ヽ

ーJJ
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J
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=
､

●

･

●
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1

●

　

　

●

れ
そ
れ
､
そ
の
支
給
す
べ
き
補
償
の
執
又
は
給
与
か
ら
同
現
の
金
城
に
柏
幽
す
る
金
軸
を
控
除
…
し
て
'

こ
れ
を
当
嘗
臓
爵
L
i
.
代
っ
て
納
付
す
る
.
,
こ
と
か
で
き
る
｡

附
則
第
三
粂
射
t
項
中
｢
公
務
上
｣
の
下
に
｢
死
亡
L
t
又
は
通
勤
に
よ
り
｣
懲
加
せ
る
.

.

.

附

　

　

則

こ
の
条
例
は
,
公
布
の
臼
か
ら
施
行
し
･
酔
和
E
l
十
八
年
三
言
盲
か
ら
嵐
用
す
る
｡
た
だ
し
'

第
十
五
条
の
改
正
規
定
(
｢
恵
務
上
J
r
の
下
に
｢
死
亡
L
t
.
叉
は
通
勤
に
ょ
り
｣
を
加
え
る
部
分
を
除

く
｡
)
は
･
昭
和
四
十
八
年
九
月
f
日
か
ら
適
廃
す
耳
｡

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
鼓
会
取
払
員
そ
の
他
非
常
勤
の
繊
員
の
公
務
災
害
栴
償
等
に
関
す
る
条

例
警
一
条
の
二
･
簸
七
条
か
ら
第
十
左
ま
で
:
第
十
五
条
(
公
私
上
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
補
償
の
鮎

＼

一

､

に
園
す
.
る
部
分
恕
除
く
｡
)
簸
十
七
粂
及
び
附
則
讐
1
集
の
娩
定
は
,
暗
和
毎
十
八
年
十
二
月
盲
以

I

後
に
発
生
し
た
革
故
に
起
因
す
る
国
鳥
例
警
嘉
の
二
に
娩
定
す
る
通
勤
に
ょ
る
災
害
に
つ
い
て
適
用

J

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

す
る
｡


